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◎
市
税
な
ど
を
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
さ
れ
て
い
る
方
は
、
指
定
さ
れ
た
口
座
の
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
残
高
不
足
に
よ
り
引
き
落
と
し
が
で
き
な
い
場
合
は
、
口
座
振
替
に
よ
る

　

こ
と
な
く
納
税
者
本
人
が
直
接
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
残
高
不
足
解
消
後
に
つ
い
て
も
再
引
き
落
と
し
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
納
期
限
は
原
則
、
納
期
月
の
最
終
営
業
日
と
な
り
ま
す
が
、
納
期
月
の
最
終
日
が
土
・
日
・
祝
日
の
と
き
は
、
翌
営
業
日
に
な
り
ま
す
。

３月 ２月
平成20年

１月 12月 11月 10月

第４期
２／ 29

第３期
12 ／ 25

第８期
１／ 31

第７期
12 ／ 25

第６期
11 ／ 30

第５期
10 ／ 31

第４期
１／ 31

第３期
10 ／ 31

第６期
２／ 29

第５期
12 ／ 25

第４期
10 ／ 31

３／ 31 ２／ 29 １／ 31 12 ／ 25 11 ／ 30 10 ／ 31

３／ 31 ２／ 29 １／ 31 12 ／ 28 11 ／ 30 10 ／ 31

３／ 31 ２／ 29 １／ 31 12 ／ 28 11 ／ 30 10 ／ 31

小絹・十和
３／ 31

福岡・谷原
２／ 29

小絹・十和
１／ 31

福岡・谷原
12 ／ 28

小絹・十和
11 ／ 30

福岡・谷原
10 ／ 31

第４期
２／ 29

第３期
11 ／ 30

小　絹
３／ 31

谷原・小張
２／ 29

小　絹
１／ 31

谷原・小張
12 ／ 28

小　絹
11 ／ 30

谷原・小張
10 ／ 31

３／ 31 ２／ 29 １／ 31 12 ／ 28 11 ／ 30 10 ／ 31

３／ 31 １／ 31 11 ／ 30

３／ 31 ２／ 29 １／ 31 12 ／ 28 11 ／ 30 10 ／ 31

３／ 31 ２／ 29 １／ 31 12 ／ 28 11 ／ 30 10 ／ 31

３／ 31 ２／ 29 １／ 31 12 ／ 28 11 ／ 30 10 ／ 31

【
下
半
期
】（
10
月
～
平
成
20
年
３
月
）

※
１　

谷
原
・
小
絹
・
小
張
（
一
部
地
域
）
地
区
以
外
の
下
水
道
区
域
は
、
取
手
地
方
広
域
下
水
道
組
合
（
☎
０
２
9
７
︲
74
︲
４
１
２
５
）
の
管
轄
に
な
り
ま
す
。

☆
納
税
は
便
利
な
「
口
座
振
替
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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